
 
 
 

 
 
 
平素は、堺市・堺商工会議所・堺市産業振興センターの商工労働にかかる活動にご理解・ご協力をいた

だき、誠にありがとうございます。 
さて、国におきまして、平成 31 年 2 月 7 日、約 2.7 兆円の平成 30 年度第 2 次補正予算が成立しました。 
このうち、経済産業省関連では、2,784 億円が計上されており、なかでも、「ものづくり・商業・サービス生

産性向上促進事業」、「サービス等生産性向上ＩＴ導入支援補助金」、「小規模事業者持続化補助金」が予

定されているところです。 
これらは、市内を中心とする企業の皆様の事業展開の一助になると考え、堺市・堺商工会議所が実施す

る中小企業支援施策と併せて、説明会を開催いたしますので、ご参加の程よろしくお願いいたします。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

貴社名  部署名  

お名前  お名前  お名前  
役職名  役職名  役職名  

電話番号  
FAX 番号  E－ｍａｉｌ  

※記載いただいた内容は本説明会のための連絡先登録のために使用し、他の用途には使用いたしません。 

※説明会全体の問い合わせ先：堺市商工労働部産業政策課 庄司（直通：072‐228-7629） 

平成３０年度補正予算に係る経済産業関連事業説明会 
開催日時：平成３１年３月１１日（月）１４：００～１６：００   

主催： 堺市・堺商工会議所・ 
公益財団法人堺市産業振興センター 

【会場】 堺商工会議所 ２階 大会議室 （堺市北区長曽根町 130 番地 23） 
地図→ http://www.sakaicci.or.jp/map/index.htm 

【説明事業内容】 
 
① ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業  

（補助上限額 1,000 万円 補助率１／２ 他） 

② サービス等生産性向上ＩＴ導入支援補助金  
（補助上限額：450 万円、補助率：１／２） 

③ 先端設備等導入計画の認定等  
生産性向上に資する先端設備等の固定資産税の減免、上記①の補助率嵩上げ（1/2→2/3）等 

④ 堺商工会議所の支援施策 
小規模事業者持続化補助金（補助上限額 50 万円、補助率２/３）等 

⑤ 2019 年度 税制改正について 
所得拡大促進税制の見直し、個人所得課税の見直し、軽減税率制度の導入等 

参加費：無料

【事業説明者】 経済産業省近畿経済産業局、堺税務署、堺商工会議所及び堺市担当者 

【お申込み方法】    定員 ３００名 
以下の事項をご記載の上、ファクシミリにてお申し込みください。 
 
締切り：３月７日（木）（定員に達し次第、締め切らせていただきますのでご注意ください。） 
※ 参加証は発行いたしませんが、お申込みになられました本紙を、当日ご持参ください。 
※ 申し込みについての問い合わせ先：堺市産業振興センター 経営支援課 （直通：072-255-6700） 

ＦＡＸ：０７２－２５５－１１８５  


